
  

  豊山町開発行為等に関する指導要綱 

平成１１年４月１日 

告示第１６号 

 

 （目的） 

第１条  この告示は、本町における開発行為・建築行為を行う者に対し一定の

基準を定め適正に指導を行うことにより、良好な生活環境を形成し、もって

「健康で豊かな住みよいまちづくり」の実現を図ることを目的とする。  

 （定義） 

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１） 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」と

いう。）第４条第１２項に規定する開発行為をいう。  

（２） 建築行為 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」

という。）第２条第１３号に規定する建築をいう。  

（３） 開発行為等 開発行為及び建築行為をいう。 

（４） 事業者 開発行為等の事業を行う者をいう。 

（５） 開発事業区域 開発行為等を行う土地の区域をいう。 

（６） 公共施設 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防

の用に供する貯水施設をいう。 

（７） 公益的施設 給水施設、ごみ処理施設、集会施設、教育施設、その

他開発行為等に伴い公益上必要となる施設をいう。  

（８） 中高層建築物 平均地盤面からの高さが１０メートルを超える建築

物をいう。 

（９） 集合住宅 共同住宅、長屋等をいう。 

（１０）特定用途建築物 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法 

律（昭和２３年法律第１２２号）に規定する風俗営業の用に供する建

築物、葬祭場（業として葬儀等を行うことを主たる目的とした集会施

設をいう。）、興行場法（昭和２３年法律第１３７号）に規定する興行

場及び公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）に規定する公衆浴場、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に

規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理、処分、積替え保管を行う

施設（以下「産業廃棄物等処理施設」という。）、胞衣及び産汚物取締

条例（昭和２３年愛知県条例第１７号）に規定する胞衣及び産汚物取

扱場（以下「胞衣等取扱場」という。）をいう。 



  

 （適用範囲） 

第３条  この告示は、次の各号のいずれかに該当する開発行為等に適用する。  

（１） 開発事業区域面積が５００平方メートル以上のもの  

（２） 一戸建住宅の計画戸数が４戸以上のもの 

（３） 集合住宅の計画戸数が８戸以上のもの 

（４） 中高層建築物に該当するもの 

（５） 特定用途建築物に該当するもの 

（６） その他、町長が必要と認めるもの 

２ 同一事業者が３年以内に既開発事業区域に隣接して開発行為等を行う場合

で、その開発事業区域面積又は計画戸数の合計が前項の規定に該当するとき

は、この要綱の規定を適用する。 

（位置の基準） 

第３条の２ 産業廃棄物等処理施設及び胞衣等取扱場に該当する場合は、人家、

官公所、学校、公園又は病院から２２０メートル以上隔てること。ただし、

町長が土地の状況その他特別の事情により住環境の保全に支障がないと認め

るときは、この限りでない。 

 （適用除外） 

第４条  国、地方公共団体その他これらに類する事業主体が行う開発行為等に

ついては、この告示は適用しない。 

  （計画の公開と周辺住民への説明） 

第５条  事業者は、中高層建築物及び特定用途建築物を建築する場合は、第７

条に規定する事前協議書を提出しようとする１０日前までにその計画概要を

記載した標識（様式第１号）を開発事業区域内に設置しなければならない。  

２ 前項に規定する事業者は、別に定める基準（別記１）に従い開発行為等の

事業内容を周辺住民に対して十分に説明し、理解を得るよう努めなければな

らない。 

３ 事業者は、前項の規定により説明を行った後に周辺住民への説明報告書（様

式第２号）を町長に提出しなければならない。  

 （協議） 

第６条  事業者は、次条に規定する事前協議書を提出する前にこの告示に定め

る事項について、関係主管課と協議しなければならない。  

 （事前協議） 

第７条  事業者は、監督官庁に許認可等の申請を行う前に事前協議書（様式第

３号）を町長に提出しなければならない。 

２ 事業者は、事業計画を変更しようとする場合、前項の規定を適用するもの

 解釈            問題点 解決策 

 

 

 

 

 

「公益的施設」とは 

給水施設・ごみ処理施設、

集会施設、教育施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「事前」：26 条に規定する事前

協議書を提出しようとする  

・ １０日前までに設

置（春日井市） 

・ 協議書の提出前までに（西  
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・ 提出以前に（尾張旭） 
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＊ 設置基準を作成してもらう 

＊ （経済環境課） 

＊ 車両の大きさは？ 

＊ 収集回数は？ 

 

＊細則にするか検討する。 

＊ ガレキと一般ゴミの分類はよい
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＊ 「事前」の期間は？ 

＊ 設置する場所、位置、大きさ、高

さ等 

＊ 事前協議伺いまでと伺い後の報

告は？ 

＊ 説明の方法、場所、内容は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊「事前協議書の提

出までに」を付け加

える。 

＊協議の結果を「事

前協議結果通知書」

により事業者に通

知。 

 



  

とする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。  

 （事前協議の成立） 

第８条  町長は、前条の規定による事前協議が成立したときは、事前協議回答

書（様式第４号）により事業者に回答するものとする。  

  （事前協議事項の遵守） 

第９条  事業者は、第７条の規定により事前協議した事項を遵守して事業を施

行しなければならない。 

 （一区画の面積） 

第１０条  事業者は、開発事業区域内の土地について区画割を行う場合、一区

画の面積は１２０平方メートル以上としなければならない。ただし、基準法

第４２条第２項の規定による後退敷地部分は除く。  

 （浄化槽） 

第１１条  事業者は、浄化槽の設置にあたっては浄化槽放流許可申請書（様式

第５号）を提出して町長の承認を得なければならない。  

 （駐車場） 

第１２条  事業者は、一戸建住宅及び集合住宅の計画戸数１戸につき１台以上

の割合で開発事業区域内に駐車場を確保しなければならない。また、その他

の開発行為等については、計画建築物の利用形態を考慮の上開発事業区域内

に確保しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、

概ね２００メートル以内の場所に設けることができる。  

 （人にやさしい街づくり） 

第１３条  事業者は、高齢者、障害者を含むすべての町民が、円滑に活動する

ことができるよう人にやさしい街づくりの推進に関する条例（平成６年愛知

県条例第３３号）に基づき、建築物等の整備に努めなければならない。  

 （交通安全施設等） 

第１４条  事業者は、開発事業区域の規模に応じて、道路標識、道路標示区画

線、道路照明、防護柵等交通安全施設及び防犯施設を関係機関及び町長と協

議して設置しなければならない。 

 （文化財の保全） 

第１５条  事業者は、開発事業区域内における埋蔵文化財等の取扱いについて、

事前に教育委員会と協議しなければならない。  

 （公共施設の整備） 

第１６条  事業者は、開発事業区域内の必要な公共施設については、次条から

第１９条までに定める事項を遵守するとともに、法に基づく基準及び愛知県

開発許可技術基準により整備しなければならない。 

解釈 問題点 解決策 
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＊留枡の形状の基準は？ 

 

 

 

 

 

＊開発事業者のみか？ 

一般の住宅も規制する必

要が有る。 

＊ 来客用は？今後必要と

なる。（例えば集合住宅

で何戸以上は何台とす
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７条但し書は、全部か一部

か（一部とすれば何割か） 

 

 

 

 

 

 

 

 

各課の細則を作る必要が
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新川・西春 3 分の１以下に

限り認めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲荷古墳 青山 2429， 

        2430 

殿邑古墳 流川 45,88 

青塚古墳 冨士１５ 

 



  

２ 事業者は、公共の用に供する土地の帰属及び公共施設の管理について、町

長と協議しなければならない。 

 （道路） 

第１７条  事業者は、開発事業区域内に道路を整備する場合は、愛知県道路構

造の手引きにより整備しなければならない。 

２ 事業者は、開発事業区域外において道路を新設又は改良する必要がある場

合は、町長と協議しなければならない。 

 （公園・緑化等） 

第１８条  事業者は、開発事業区域面積が３，０００平方メートル以上の開発

行為等を行う場合は、当該区域内に施行面積の３パーセント以上の公園若し

くは緑地を整備しなければならない。 

２ 事業者は、開発事業区域面積が３，０００平方メートル未満の開発行為等

を行う場合は、敷地面積の３パーセント以上の緑化に努めなければならない。 

 （雨水及び汚水の処理） 

第１９条  事業者は、開発事業区域から流出する雨水又は汚水を排水するため

の必要な施設を、集水区域を勘案の上計画し整備しなければならない。  

２ 事業者は、雨水及び汚水の排水路を排水処理可能な地点まで整備しなけれ

ばならない。 

３ 事業者は、雨水の敷地内処理に努め、一時貯留槽、雨水浸透桝等の設置に

努めなければならない。 

４ 事業者は、駐車場等を舗装する場合は、透水性舗装に努めなければならな

い。 

 （公益的施設の整備） 

第２０条 事業者は、開発事業区域内に必要な公益的施設については、次条及

び第２２条に定める事項を遵守するとともに、法に基づく基準及び愛知県開

発許可技術基準により整備しなければならない。  

２ 公益的施設の維持管理については、別に定めのない場合は、事業者、利用

者等が行わなければならない。 

 （上水道） 

第２１条  事業者は、開発事業区域に給水するために必要な水道施設を設置し

ようとする場合は、事前に北名古屋水道企業団と協議しなければならない。 

 （ごみ処理） 

第２２条 事業者は、開発事業区域内におけるごみ収集等について、事前に主

管課と協議しなければならない。 

 （安全対策） 



  

第２３条  事業者は、開発行為等の施行にあたっては、災害防止と交通安全対

策に万全を期し、周辺住民等の生命と財産を保護するため、最善の努力を払

わなければならない。 

 （生活環境の確保） 

第２４条  事業者は、開発行為等の施行にあたっては、町民の良好な生活環境

を保全し確保するために、大気汚染、水質汚染、水質汚濁、騒音、振動及び

悪臭その他公害防止について、万全を期さなければならない。 

 （被害の補償） 

第２５条  事業者は、開発行為等の施行により生じた被害については、速やか

に救済措置をなし、その損害を補償しなければならない。  

 （事業の廃止） 

第２６条  事業者は、第７条に規定する事前協議書を提出した後、当該協議書

に係る事業を廃止しようとするときは、速やかに開発行為等廃止届（様式第

６号）を町長に提出しなければならない。 

 （工事完了の届出） 

第２７条  事業者は、工事が完了したときは、工事完了届（様式第７号）を町

長に提出しなければならない。 

 （完了検査） 

第２８条  町長は、前条の規定により工事完了届が提出されたときは、協議事

項に適合しているかを検査するものとする。 

（公共施設等の管理移管） 

第２９条  事業者は、公共施設及び公益的施設のうち町に移管するものについ

ては、町長と協議しなければならない。 

 （雑則） 

第３０条  この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。  

      附 則 

 この要綱は、平成１１年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年１０月２日告示第５０号） 

 この告示は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２３年６月２３日告示第５０号） 

 この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２４日告示第２０号） 

 この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年１月１０日告示第４号） 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。  



  

   附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。  



  

別記１ 

周辺住民への説明基準 

 

１ 周辺住民の範囲 

（１）  開発事業区域に隣接する居住者及び土地所有者  

（２）  開発事業区域に隣接する道路等（幅員１６メートル以上のものは除

く。）を隔てた居住者 

（３）  開発事業区域に関係する地元自治会の代表者 

（４）  中高層建築物により、日影の影響（原則として冬至日の真太陽時に

よる午前８時から午後４時までの間において、地盤面上で２時間以上の

日影の影響を受ける範囲）を受ける居住者 

（５） 産業廃棄物等処理施設及び胞衣等取扱場に該当する場合は、敷地境

界線から概ね３００メートル以内の建築物の所有者、権利者並びに居住

者 

※  周辺住民への説明の方法及び範囲については、地元自治会の代表者等と

協議し進めるものとする。 

 

２ 周辺住民への説明資料 

（１） 建築概要 

建築場所、敷地面積、建築面積、延べ床面積、階数、戸数、使用用途、建ぺ

い率、構造、高さ 

（２）  配置図、平面図、各立面図、日影図 

（３）  交通対策 

（４）  工事騒音対策 

（５）  日影対策 

（６）  排水対策 

（７）  駐車場の確保 

（８）  工事中の災害対策 

（９）  その他（工事中の苦情等の窓口の明確化等） 



  

お  願  い 

 

 

 

指導要綱第１８条による３％以上の緑地部分および第１９条第４項  

 

の駐車場等の透水性舗装部分の該当箇所を平面図上に色を分けて図示 

 

し、図面上に面積を記載して下さい。 

 

 

 

＜記入例＞ 

 

 

  緑 地 部 分              （緑 色） 

         （100 ㎡） 

 

 

  透水性舗装         （橙色又は黄色） 

         （100 ㎡） 

 

 

  浸 透 桝         （水 色） 

 


